
亀山市告示第５２号 

亀山市母子家庭等高等職業訓練給付金事業実施要綱の一部を改正する告示を次のよう

に定める。 

令和７年３月３１日 

亀山市長 櫻 井 義 之 

 

亀山市母子家庭等高等職業訓練給付金事業実施要綱の一部を改正する告示 

 

亀山市母子家庭等高等職業訓練給付金事業実施要綱（平成２２年亀山市告示第６６号） 

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」という。）及

び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」という。）に

ついては、次のとおりとする。 

（１）改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該

改正後部分に改める。 

（２）改正後部分に対応する改正部分が存在しないときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

亀山市母子家庭等高等職業訓練促

進給付金事業実施要綱 

亀山市母子家庭等高等職業訓練給

付金事業実施要綱 

（対象者） 

第３条 この事業の対象者は、市内に住

所を有する母子家庭の母又は父子家庭

の父であって、養成機関において修業

を開始した日以後において、次の要件

を満たすものとする。ただし、父子家

庭の父については、平成２５年４月１

日以降に修業を開始した者に限り対象

者とする。 

（対象者） 

第３条 この事業の対象者は、市内に住

所を有する母子家庭の母又は父子家庭

の父であって、養成機関において修業

を開始した日以後において、次の要件

を満たす者とする。ただし、父子家庭

の父については、平成２５年４月１日

以降に修業を開始した者に限り対象者

とする。 

（１）児童扶養手当法（昭和３６年法律 （１）児童扶養手当法（昭和３６年法律



第２３８号）による児童扶養手当の

支給を受けている者又は同等の所得

水準にある者とする。ただし、児童

扶養手当法施行令（昭和３６年政令

第４０５号）第６条の７の規定は適

用しない。なお、その者の所得が児

童扶養手当の支給を受けている者と

同等の所得水準を超える場合であっ

ても、１月から７月までの間に第７

条の規定による給付金の支給申請 

（以下「支給申請」という。）をす

る場合にあっては３年前の年の所得

水準が、８月から１２月までの間に

支給申請をする場合にあっては前々

年の所得水準が、児童扶養手当の支

給を受けている者と同等の所得水準

であるときは、申請日の属する月か

ら１２か月間に限り、児童扶養手当

の支給を受けている者と同等の所得

水準にあるものとする。 

［（２）及び（３） 略］ 

第２３８号）による児童扶養手当の

支給を受けている者又は同等の所得

水準にある者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［（２）及び（３） 略］ 

（給付金の支給額等） （給付金の支給額等） 

第５条 給付金の支給額は、次の各号に

掲げる対象者の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。 

第５条 給付金の支給額は、次の各号に

掲げる対象者の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。 

（１）対象者及び当該対象者と同一の世

帯に属する者（当該対象者の民法（ 

明治２９年法律第８９号）第８７７

条第１項に定める扶養義務者で当該

（１）対象者及び当該対象者と同一の世

帯に属する者（当該対象者の民法第

８７７条第１項に定める扶養義務者

で当該対象者と生計を同じくするも



対象者と生計を同じくするものを含

む。以下同じ。）が給付金の支給を

請求する月の属する年度（４月から

７月までに当該給付金の支給の請求

をする場合にあっては、前年度）分

の地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）の規定による市町村民税（同法

第３２８条の規定によって課する所

得割を除く。以下同じ。）が課され

ない者（市町村の条例で定めるとこ

ろにより当該市町村民税を免除され

た者及び母子家庭等自立支援給付金

に係る所得がないものとした場合に

当該市町村民税が課されないことと

なる者を含むものとし、当該市町村

民税の賦課期日において同法の施行

地に住所を有しない者を除く。以下

同じ。） 月額１０万円（養成機関

における課程の修了までの期間の最

後の１２月（修業の期間が１２月未

満であるときは、当該期間。次号に

おいて同じ。）については、月額１４

万円） 

のを含む。以下同じ。）が職業訓練

給付金の支給を請求する月の属する

年度（４月から７月までに当該職業

訓練給付金の支給の請求をする場合

にあっては、前年度）分の地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）の規

定による市町村民税（同法第３２８

条の規定によって課する所得割を除

く。以下同じ。）が課されない者（ 

市町村の条例で定めるところにより

当該市町村民税を免除された者及び

母子家庭等自立支援給付金に係る所

得がないものとした場合に当該市町

村民税が課されないこととなる者を

含むものとし、当該市町村民税の賦

課期日において同法の施行地に住所

を有しない者を除く。以下同じ。） 

月額１０万円（養成機関における課

程の修了までの期間の最後の１２月

（修業の期間が１２月未満であると

きは、当該期間。次号において同

じ。）については、月額１４万円） 

［（２） 略］ ［（２） 略］ 

［２～５ 略］ ［２～５ 略］ 

（給付金の支給申請） 

第７条 給付金の支給を受けようとする

者（以下「申請者」という。）は、母

子家庭等高等職業訓練促進給付金支給

（給付金の支給申請） 

第７条 給付金の支給を受けようとする

者（以下「申請者」という。）は、母

子家庭等高等職業訓練促進給付金支給



申請書（様式第１号）に、次に掲げる

書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。ただし、公簿等により確認

することができると市長が認めるとき

は、当該書類の添付を省略することが

できる。 

（１）申請者及びその者の扶養している

児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全

員の住民票の写し 

 

（２）次に掲げるいずれかの書類 

ア 申請者の児童扶養手当証書の写

し又は養育費に関する申告書（様

式第２号） 

イ 申請者の前年（１月から７月ま

での間に申請する場合には、前々

年）の所得の額並びに加算対象扶

養親族（所得税法（昭和４０年法

律第３３号）に規定する扶養親族

のうち控除対象扶養親族に該当し

ない３０歳以上７０歳未満の扶養

親族以外のものをいう。）及び生

計維持児童（受給希望者の扶養親

族でない児童で受給希望者が生計

を維持しているものをいう。）の

有無及び数並びに老人扶養親族及

び特定扶養親族の有無及び数につ 

いての市町村長（特別区長を含む。 

以下同じ。）の証明書（同法に規

申請書（様式第１号）に、次に掲げる

書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。 

 

 

 

（１）申請者及びその扶養している児童

の戸籍謄本若しくは抄本又は戸籍の

全部事項証明書若しくは個人事項証

明書の写し 

（２）申請者の児童扶養手当証書の写し

（申請者が児童扶養手当の受給者で

ある場合に限る。）又は前年（１月

から７月までの間に申請する場合に

あっては、前々年）の所得の額、扶

養親族等の有無及び数並びに所得税

法（昭和４０年法律第３３号）に規

定する同一生計配偶者（７０歳以上

の者に限る。）、老人扶養親族及び

特定扶養親族の有無及び数について

の市町村長の証明書（同法に規定す

る控除対象扶養親族（１９歳未満の

者に限る。）がある者にあっては、

当該扶養親族の数を明らかにするこ

とができる書類及び当該控除対象扶

養親族の前年の所得の額についての

市町村長の証明書を含む。）並びに 

養育費に関する申告書（様式第２号） 

 



定する控除対象扶養親族（１９歳

未満の者に限る。）がある者にあ

っては、１６歳以上１９歳未満の

控除対象扶養親族に関する申立書

（様式第３号。以下「申立書」と

いう。）及び当該控除対象扶養親

族の前年の所得の額についての市

町村長の証明書を含む。） 

ウ 申請者の前々年（１月から７月

までの間に申請する場合には、３

年前の年）の所得の額並びに加算

対象扶養親族及び生計維持児童の

有無及び数並びに老人扶養親族及

び特定扶養親族の有無及び数につ

いての市町村長の証明書（所得税

法に規定する控除対象扶養親族 

（１９歳未満の者に限る。）があ

る者にあっては、申立書及び当該

控除対象扶養親族の前々年の所得

の額についての市町村長の証明書

を含む。） 

（３）申請者及び申請者と同一の世帯に

属する者の当該年度（４月から７月

までの間に申請する場合は前年度）

の市町村民税の納税証明書その他第

５条第１項各号に掲げる対象者に該

当することを証明する書類 

（４）［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［号を加える。］ 

 

 

 

 

 

（３）［略］ 

（給付金の支給決定） （給付金の支給決定） 



第８条 市長は、前条の申請書を受理し

たときは、その内容を審査した上で、

給付金の支給の可否を決定し、母子家

庭等高等職業訓練促進給付金支給（不

支給）決定通知書（様式第４号）によ

り申請者に通知するものとする。 

（給付金の請求等） 

第９条 前条に規定する支給決定を受け

た者（以下「支給決定者」という。）

は、母子家庭等高等職業訓練促進給付

金請求書（様式第５号）に、在籍証明

書を添付して、毎月、市長に請求しな

ければならない。 

［２ 略］ 

第８条 市長は、前条の申請書等を受理 

したときは、その内容を審査した上で、 

給付金の支給の可否を決定し、母子家

庭等高等職業訓練促進給付金支給（不

支給）決定通知書（様式第３号）によ

り申請者に通知するものとする。 

（給付金の請求等） 

第９条 前条に規定する支給決定を受け

た者（以下「支給決定者」という。）

は、母子家庭等高等職業訓練促進給付

金請求書（様式第４号）に、在籍証明

書を添付して、毎月、市長に請求しな

ければならない。 

［２ 略］ 

（受給資格の喪失等） 

第１１条 ［略］ 

２ 支給決定者は、前項第２号及び第３

号に該当することになったときは、速

やかに母子家庭等高等職業訓練促進給

付金受給資格喪失届（様式第６号）を

市長に提出しなければならない。 

（受給資格の喪失等） 

第１１条 ［略］ 

２ 支給決定者は、前項第２号及び第３

号に該当することになったときは、速

やかに母子家庭等高等職業訓練促進給

付金受給資格喪失届（様式第５号）を

市長に提出しなければならない。 

（支給決定の取消し） 

第１２条 ［略］ 

２ 市長は、前項の規定による取消しを

したときは、母子家庭等高等職業訓練

促進給付金支給決定取消通知書（様式

第７号）により、当該取消しに係る者

に通知するものとする。 

（支給決定の取消し） 

第１２条 ［略］ 

２ 市長は、前項の規定による取消しを

したときは、母子家庭等高等職業訓練

促進給付金支給決定取消通知書（様式

第６号）により、当該取消しに係る者

に通知するものとする。 

（更新申請） （更新申請） 



第１４条 養成機関における修業を修了

する月が給付金の支給の決定を受けた

年度の翌年度以降にある者は、母子家

庭等高等職業訓練促進給付金支給更新

申請書（様式第８号）を市長が定める

日までに提出しなければならない。 

第１４条 養成機関における修業を修了

する月が給付金の支給の決定を受けた

年度の翌年度以降にある者は、母子家

庭等高等職業訓練促進給付金支給更新

申請書（様式第７号）を市長が定める

日までに提出しなければならない。 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

 様式第１号を次のように改める。 



様式第１号（第７条関係） 

 

母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給申請書 

 

年  月  日 

 

 亀山市長          様 

 

申請者 住所            

氏名              

※本人が署名しない場合は、記名押印してください。 

個人番号              

 亀山市母子家庭等高等職業訓練促進給付金事業実施要綱第７条の規定により、次のとお

り関係書類を添えて申請します。 

養 成 機 関 

名 称   

所 在 地   

養成機関への修業期間 
    年  月  日（受講開始日）から 

    年  月  日まで 

取得予定の資格の名称   

児童扶養手当証書番号   

（添付書類） 

１ 申請者及びその者の扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写

し 

２ 次に掲げるいずれかの書類 

（１）申請者の児童扶養手当証書の写し又は養育費に関する申告書（様式第２号） 

（２）申請者の前年（１月から７月までの間に申請する場合には、前々年）の所得の額並

びに加算対象扶養親族（所得税法（昭和４０年法律第３３号）に規定する扶養親族の

うち控除対象扶養親族に該当しない３０歳以上７０歳未満の扶養親族以外のものをい

う。）及び生計維持児童（受給希望者の扶養親族でない児童で受給希望者が生計を維

持しているものをいう。）の有無及び数並びに老人扶養親族及び特定扶養親族の有無

及び数についての市町村長（特別区長を含む 。以下同じ。）の証明書（同法に規定

する控除対象扶養親族（１９歳未満の者に限る。）がある者にあっては、１６歳

以上１９歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書（様式第３号。以下「申立書」

という。）及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書

を含む。） 

（３）申請者の前々年（１月から７月までの間に申請する場合には、３年前の年）の所得

の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数並びに老人扶養親族及び

特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書（所得税法に規定する控除対



象扶養親族（１９歳未満の者に限る。）がある者にあっては、申立書及び当該控除対

象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。） 

３ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の当該年度（４月から７月までの間に申請

する場合は前年度）の市町村民税の納税証明書その他亀山市母子家庭等高等職業訓練促

進給付金事業実施要綱第５条第１項各号に掲げる対象者に該当することを証明する書類 

４ 養成機関の在籍証明書 

 

 

 

同意書 

 

 母子家庭等高等職業訓練促進給付金の支給の可否決定に当たり、市職員が住民基本台

帳等を閲覧することに同意します。 

 

氏名          印 

 



様式第２号中「児童扶養手当を受給している母親又は父親」を「母子家庭の母親又

は父子家庭の父親」に改める。 

様式第７号を様式第８号とし、様式第６号を様式第７号とし、様式第５号を様式第６

号とする。 

「修業の期間     年  月  日（受講開始日）から 

様式第４号中           年  月  日まで        を「請求 

       請求金額      金         円     」 

金額      金         円（  月分）」に改め、同様式を様式第５号

とし、様式第３号を様式第４号とし、様式第２号の次に次の１様式を加える。 



様式第３号（第７条関係） 

年  月  日 

 

１６歳以上１９歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書 

 

 亀山市長         様 

住所       

氏名       

                     ※本人が署名しない場合は、記名押印してください。 

個人番号              

 

 私の所得税法上の扶養親族のうち、前年（申請日が１月から７月までの間にある場合は、 

前々年）の１２月３１日において年齢が１６歳以上１９歳未満であった者について、以下

のとおり申し立てます。 

 □16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族 

 

1 

ﾌﾘｶﾞﾅ  続柄  生年月日 年  月  日 

氏名  住所(別居の場合)  

個人番号  

 

2 

ﾌﾘｶﾞﾅ  続柄  生年月日 年  月  日 

氏名  住所(別居の場合)  

個人番号  

 

3 

ﾌﾘｶﾞﾅ  続柄  生年月日 年  月  日 

氏名  住所(別居の場合)  

個人番号  

 

＜添付書類＞ 

・１６歳以上１９歳未満の控除対象扶養親族の所得証明書 

＜注意事項＞ 

・この申立書は、母子家庭等高等職業訓練促進給付金の支給を受けようとする者に、前年

（申請日が１月から７月までの間にある場合は、前々年）の１２月３１日（年の途中で

死亡した場合には、その死亡の日）において年齢が１６歳以上１９歳未満の所得税法上

の扶養親族がいる場合に、その扶養親族の氏名や、当該給付金の支給を受けようとする

者との続柄等をご記入いただくものです。 

・所得税法上の扶養親族とは、前年（申請日が１月から７月までの間にある場合は、前々

年）の１２月３１日（年の途中で死亡した場合には、その死亡の日）において、次のい

ずれにも該当する方です。 



（１）配偶者以外の親族（６親等内の血族および３親等内の親族をいいます。）又は都

道府県知事から養育を委託された児童（いわゆる里子）や市町村長から養護を委託

された老人である。 

（２）あなたと生計を一にしている。 

（３）前年（申請日が１月から７月までの間にある場合は、前々年）の所得税法上の合

計所得金額が４８万円以下である。 

（４）青色申告書の事業専従者として給与の支払いを受けていない又は白色申告書の事

業専従者でない。 

 

 

同意書 

 母子家庭等高等職業訓練促進給付金の支給の可否決定に当たり、市職員が課税台帳等の

資料を閲覧することに同意します。 

氏名          印 

 



附 則 

 （施行期日等） 

１ この告示は、公表の日から施行し、令和６年８月３０日から適用する。 

 （経過措置） 

２ この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、

当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

 


